美唄市交通安全指導員設置要綱

　　　（趣　旨）

　　第１条　この要綱は、歩行者及び自転車通行者の交通事故防止並びに幼児及び

　　　児童生徒の登下校の交通指導その他交通安全運動の普及促進にあたる交通安

　　　全指導員の設置について必要な事項を定めるものとする。

　　　（委　嘱）

　　第２条　交通安全指導員は、町内会長及び交通安全協会支部長連名により推薦

　　　された者の中から市長が委嘱する。

　　　（条　件）

　　第３条　交通安全指導員は、原則として次の条件を有していなければならない。

　　 (1)　街頭で月５日以上奉仕活動ができること。

　　 (2)　交通法規に精通し、かつ優良運転者であること。
　　 (3)　地区内住民に信望があること。
　　　（任　期）

　　第４条　交通安全指導員の任期は２年とする。但し、交通安全指導員が任期中

　　　に退職しようとするときは文書により市長に申し出て、その許可を受けなけ

　　　ればならない。

　　２　後任者の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

　　　（業　務）

　　第５条　交通安全指導員は、次の各号に上げる業務を行う。

　　 (1)　幼児及び児童生徒の登下校の街頭指導に関すること。
　　 (2)　市内の住民に対する交通指導に関すること。
　　 (3)　自転車の正しい安全な通行方法の指導に関すること。
　　 (4)　交通安全思想の普及に関すること。
　　 (5)　交通安全運動の推進に関すること。
　　 (6)　その他、市長が特に必要と認めた交通安全指導に関すること。

　　　（被服の貸与）

　　第６条　交通安全指導員は、別表１に定めるところにより被服を無償で貸与

　　　する。

　　　（勤　務）

　　第７条　交通安全指導員は、市長の指示に従い勤務しなければならない。

　　　（その他）

　　第８条　この要綱の施行について必要な事項は市長が別に定める。

　　　　　付　則

　　　この要綱は、昭和４４年１０月１日から施行する。

　　　　　付　則

　　（施行期日）

１　この改正要綱は、昭和４８年９月３０日から施行する。

　　（経過規定）

２　この改正要綱の施行期日について現に交通安全指導員の職にあるものの任期に

　については、第３条の規定にかかわらず昭和４９年３月３１日までとする。

　　　　　付　則

　　（施行期日）

　　　この改正要綱は、昭和５１年４月１日から施行する。

　　　　　付　則

　　（施行期間）

　　　この改正要綱は、昭和６２年４月１日から施行する。

　　　　　付　則

　　　この要綱は、平成２年４月１日から施行する。

　　　　　付　則

　　　この要綱は、平成４年４月１日から施行する。

　　　　　付　則

　　　この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

　　　　別　表１

	品　　　名
	員　　　数
	摘　　　要

	合着服
	１
	上、下各１着

	盛夏服
	１
	長袖１

	雨衣
	１
	

	外被
	１
	

	ヘルメット
	１
	

	帽子
	２
	夏、冬各１

	指導棒
	１
	

	帯革
	１
	

	警笛
	１
	

	
	
	


